
 

 

 企画業務型裁量労働制（労基法３８条の４）とは，企業の中枢部門で企画・立案・

調査・分析などの業務に従事するホワイトカラーに関する労働時間のみなし制のこ

とをいい，平成１０年の労基法改正で導入されました。 

 企画業務型裁量労働制の適用される対象事業場は，当時は「事業運営上の重要な

決定が行われる事業場」であり，当時の条文（労基法旧３８条の４）には「事業場

の重要な決定が行われる事業場において，賃金，労働時間その他当該事業場におけ

る労働条件に関する事項を調査審議し，事業主に対し当該事項について述べること

を目的とする委員会（使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする

ものに限る）が設置された場合において」と定められていました。 

 また，通達（平成１１年１月２９日基発４５号）には「事業運営上の重要な決定

が行われる事業場とは，企業の事業運営に関して重要な決定が行われる事業場であ

ること。具体的には，本社，本店のほかに，常駐する役員の統括管理の下に事業運

営上の重要な決定の一部を行う権限を分掌する地域本社，事業本部，地域を統括す

る支社・支店などをいうものであること。」とされていました。 

 しかし，本社，本店等以外でも，事業の運営に関わる重要な決定が行われる事業

場も少なからずあることから，平成１６年１月１日，この事業場の限定は撤廃され

ました。 

 そして，通達（平成１５年１０月２２日基発１０２２００１号）では，対象事業

場について「今回の法改正により，企画業務型裁量労働制を実施することができる

事業場は，事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定されないこととなった

ところであるが，いかなる事業場においても企画業務型裁量労働制を実施すること

ができるということではなく，対象業務が存在する事業場においてのみ企画業務型

裁量労働制を実施することができるものであること。」と述べられています。 

Ｑ673．企画業務型裁量労働制が適用される「対象事業場」とは，具体

的に何を指していますか？ 
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